
大津市栄養・食生活支援における連携推進連絡会設置要領 

 

（目的） 

第１条  在宅ケアや要介護が必要な療養者が地域で安心して暮らせるための地域包括ケア

システムにおける栄養・食生活支援活動を円滑に行うため、医療・介護・福祉に従事する栄養

士及び管理栄養士が連携することを目的として、大津市栄養・食生活支援における連携推進

連絡会（以下、「連絡会」という。）を設置する。 

 

（内容） 

第２条  連絡会は、次に掲げる事項について協議する。 

 １ 栄養・食生活支援活動の推進に必要な事項 

 ２ 栄養士及び管理栄養士の資質向上のために必要な事項 

 ３ その他、医療・介護連携の推進に必要な事項 

 

（組織） 

第３条  連絡会は、大津市内の医療・介護・福祉に従事する栄養士、管理栄養士及び行政栄

養士によって構成する。また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。 

 

（ワーキング会議） 

第４条  連絡会を円滑に運営するためのワーキング会議を置く。 

組織の中から５名程度選出し、連絡会の円滑な運営のための協議を行う。 

 

（庶務） 

第５条  連絡会及びワーキング会議の庶務は、大津市健康福祉部保健所衛生課において処

理する。 

 

（その他） 

第６条  この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関して必要な事項は、その都度協議し

て定めるものとする。 

 

附則 

この要領は、令和７年４月８日から施行する。 

附則 

この要領は、令和７年５月７日から施行する。 


